
省エネルギー型設備（省エネルギー型ボイラー、燃料電池設備等エネ
ルギー対策保証の対象となる１２０設備）を導入するもの

非化石エネルギーを使用する設備（太陽光発電設備、水力発電設備等エネルギー
対策保証の対象となる７施設）を導入するもの

省エネルギー型照明設備（ＬＥＤ照明への切り替え、照明反射板の設
置に限定）を導入するもの

省エネ車（ハイブリッド車、電気自動車等、一定の燃費基準(※)を達
成している自動車）を導入するもの。

 

  

  

  

 

省エネルギーへの取組みをバックアップします！ 

 

  ■効率的な事業経営と社会におけるエネルギー需要のバランス改善へ！ 
  ■信用保証料の割引もあります。 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
       
※「一定の燃費基準を達成している自動車」は以下の通り。 
        国土交通省及び経済産業省が実施する「燃費基準達成車」、「燃費基準＋５％、 
        １０％、２０％達成車」のステッカーを貼付した自動車 
 

取扱期間：平成２６年３月３１日まで 

 

         制度の詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。 

           

  
フリーダイヤル  ０１２０－９７０－２６０ 

山梨を支える企業とともに 

山梨県信用保証協会 

省エネルギー対策保証 

■保証要件 

・資 金 使 途                    ・貸 付 利 率   

  設備資金（土地、建物の取得は除きます）      金融機関所定利率 

・保 証 金 額                    ・返 済 方 法   

  ８，０００万円                  元金均等分割返済 

・信用保証料率                   ・保 証 人   

  通常保証料率から 0.1％引下げ(0.35％～1.8％)   原則として法人代表者１名  

・保 証 期 間                    ・担   保   

  １０年以内(据置期間１年以内)           不要 



 

■主な対象となる設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 詳細については信用保証協会にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

○省エネルギー型設備（対象設備１２０設備の一部です） 

・省エネルギー型燃焼装置   ・省エネルギー型管理制御装置  ・省エネルギー型ボイラー 

・省エネルギー型工業炉    ・省エネルギー型電気炉     ・省エネルギー型乾燥装置 

・省エネルギー型アーク溶接機 ・省エネルギー型自動燻製装置  ・省エネルギー型プレス 

・省エネルギー型加熱攪拌機  ・省エネルギー型印刷機     ・省エネルギー型製本装置 

・省エネルギー型写真製版装置 ・省エネルギー型ガラス溶融炉  ・省エネルギー型鋳型造型機 

・省エネルギー型ダイカストマシン ・省エネルギー型古紙梱包装置  ・省エネルギー型成形機 

・熱交換器          ・廃熱利用加熱装置       ・廃圧力回収装置 

・蒸気ドレン回収装置     ・自動燃焼制御装置       ・自動温度調整装置 

・電力負荷調整装置      ・自動日射遮へい装置      ・自動採光式天窓 

・可変風量空気調和設備    ・ヒートポンプ方式熱源装置   ・高性能放射式暖房装置 

・工業炉用脱湿送風装置    ・高速衝撃式粉砕機       ・自動温度調整式発酵装置 

・高効率木材処理チッパー   ・真空間接加熱式温水器     ・燃料電池設備 

○非化石エネルギーを使用する設備（対象設備７施設） 

 

・太陽光発電装置       ・風力発電装置         ・水力発電装置 

・地熱発電装置        ・太陽熱利用装置       ・バイオマスエネルギー利用装置 

・大気中の熱その他の自然界に存する熱を利用するための装置 


